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４
月
１
日
か
ら
妊
婦
歯
科

健
診
の
公
費
負
担
を
開
始

　

妊
娠
中
に
虫
歯
や
歯
周
病
を
予
防

す
る
こ
と
は
、
早
産
や
低
体
重
児
出

生
リ
ス
ク
の
軽
減
、
出
生
後
の
子
ど

も
の
虫
歯
予
防
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
健
診
を
受
け
ま
し

ょ
う
。

実
施
期
間
・
回
数　

妊
娠
中
１
回

健
診
内
容　

問
診
、
虫
歯
・
歯
周
病

チ
ェ
ッ
ク
、
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導

対
象　

市
在
住
で
４
月
１
日
以
降
に

妊
娠
届
出
票
を
提
出
し
た
妊
婦

受
診
時
の
持
ち
物　

母
子
手
帳
、
受

診
券
、
氏
名
、
住
所
を
確
認
で
き

る
も
の
（
健
康
保
険
証
な
ど
）

※
受
診
券
は
母
子
手
帳
と
同
時
に
発

行
費
用　

無
料

※
健
診
の
結
果
、
治
療
が
必
要
と
な

っ
た
場
合
な
ど
の
費
用
は
自
己
負

担
申
込
方
法

　

市
内
取
扱
医
療
機
関
に
直
接
予
約

※
取
扱
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
受

診
券
と
同
時
に
配
布
す
る
取
扱
医

療
機
関
一
覧
表
を
参
照

問
合
先　

健
康
増
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
４
）６
５
０
０

Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種

と
き　

４
月
19
日
㈬
、
５
月
17
日
㈬

※
受
け
付
け
は
午
後
２
時
～
３
時
20

分

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

生
後
１
歳
に
至
る
ま
で
（
標

準
的
な
接
種
期
間
は
、
生
後
５
カ

月
～
８
カ
月
に
達
す
る
日
）

費
用　

無
料

持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

※
忘
れ
た
場
合
は
接
種
不
可

※
会
場
で
検
温
。
発
熱
な
ど
予
防
接

種
が
不
適
当
な
状
態
に
あ
る
場
合

は
接
種
不
可

問
合
先　

健
康
増
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
４
）６
４
０
０

29
年
度
成
人
用
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種

　

29
年
度
の
成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
定
期
接
種
の
対
象
と
な
る
人
は
、

費
用
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す
の
で
、

個
別
接
種
実
施
医
療
機
関
に
直
接
予

約
の
う
え
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

接
種
期
限　

30
年
３
月
31
日
㈯

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

①
29
年
度
に
次
の
年
齢
と
な
る
人

・
65
歳
（
昭
和
27
年
４
月
２
日
～
28

年
４
月
１
日
生
）

・
70
歳
（
昭
和
22
年
４
月
２
日
～
23

年
４
月
１
日
生
）

・
75
歳
（
昭
和
17
年
４
月
２
日
～
18

年
４
月
１
日
生
）

・
80
歳
（
昭
和
12
年
４
月
２
日
～
13

年
４
月
１
日
生
）

・
85
歳
（
昭
和
７
年
４
月
２
日
～
８

年
４
月
１
日
生
）

・
90
歳
（
昭
和
２
年
４
月
２
日
～
３

年
４
月
１
日
生
）

・
95
歳
（
大
正
11
年
４
月
２
日
～
12

年
４
月
１
日
生
）

・
１
０
０
歳
（
大
正
６
年
４
月
２
日

～
７
年
４
月
１
日
生
）

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、

腎
臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
障

が
い
、
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
が
い

が
あ
り
、
身
体
障
が
い
者
手
帳
１

級
を
持
っ
て
い
る
人

※
過
去
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
ニ

ュ
ー
モ
バ
ッ
ク
ス
Ｎ
Ｐ
）
を
接
種

し
た
人
は
対
象
外

費
用　

１
０
０
０
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
申
請
に
よ

り
費
用
を
全
額
免
除
。
通
知
は
が

き
と
印
鑑
を
持
っ
て
、
健
康
増
進

課
ま
た
は
保
護
総
務
課
へ
直
接

持
ち
物　

通
知
は
が
き
、
住
所
と
年

齢
が
確
認
で
き
る
も
の
（
健
康
保

険
証
な
ど
）

※
②
の
人
は
身
体
障
が
い
者
手
帳
（

写
し
可
）

※
健
康
手
帳
が
あ
る
人
は
持
参

接
種
回
数　

１
回

申
込
方
法　

個
別
接
種
実
施
医
療
機

関
へ
直
接
予
約

※
守
口
・
寝
屋
川
・
大
東
・
四
條
畷

市
の
指
定
医
療
機
関
で
も
接
種
可
。

そ
の
ほ
か
の
接
種
を
希
望
す
る
場

合
は
問
い
合
わ
せ

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

健
康
増
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
４
）６
４
０
０

29
年
度
が
ん
検
診
が

始
ま
り
ま
す

　

が
ん
検
診
に
は
、
医
療
機
関
で
実

施
す
る
個
別
検
診
と
、
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
実
施
す
る
集
団
検
診

が
あ
り
ま
す
。

※
子
宮
が
ん
、
乳
が
ん
検
診
は
２
年

に
１
回
。
そ
れ
以
外
の
が
ん
検
診

は
各
年
度
に
１
回

◆
個
別
検
診
（
胃
・
大
腸
・
乳
・
子

宮
・
肺
）

と
き

　

４
月
１
日
㈯
～
30
年
２
月
28
日
㈬

と
こ
ろ
・
費
用
な
ど

　

本
紙
と
同
時
配
布
の
「
平
成
29
年

度
門
真
市
保
健
事
業
の
ご
案
内
」

を
参
照

申
込
方
法　

　

取
扱
医
療
機
関
へ
直
接
予
約

◆
集
団
検
診
（
胃
・
大
腸
・
乳
・
子

宮
・
肺
）

と
き
・
と
こ
ろ
・
費
用
な
ど

　

本
紙
と
同
時
配
布
の
「
平
成
29
年

度
門
真
市
保
健
事
業
の
ご
案
内
」

を
参
照

申
込
方
法　

４
月
17
日
㈪
か
ら
健
康

増
進
課
へ
電
話
ま
た
は
直
接

※
肺
が
ん
の
み
５
月
24
日
㈬
か
ら

◆
検
診
費
用
が
免
除
さ
れ
る
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人
は
費

用
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

①
70
歳
以
上
の
人

②
市
民
税
非
課
税
世
帯
（
世
帯
全
員

が
非
課
税
）
の
人

③
生
活
保
護
受
給
者

※
②
③
の
人
は
、
事
前
に
健
康
増
進

課
に
申
請

※
②
の
場
合
、
健
康
増
進
課
で
税
情

報
を
確
認
す
る
た
め
同
意
書
に
記

入
が
必
要

申
込
・
問
合
先　

健
康
増
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
４
）６
５
０
０

愛
の
献
血
４
月
実
施
分

延
期
の
お
知
ら
せ

　

４
月
の
京
阪
古
川
橋
駅
前
広
場
で

の
門
真
ラ
イ
オ
ン
ズ
Ｏ
Ｂ
会
お
よ
び

守
口
門
真
青
年
会
議
所
主
催
の
献
血

は
、
６
月
に
延
期
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

受
講
生
募
集

　

聴
覚
障
が
い
者
と
手
話
で
日
常
会

話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目

標
と
す
る
講
座
で
す
。

と
き　

５
月
20
日
～
30
年
３
月
31
日

の
土
曜
日
（
全
42
回
）
午
前
10
時

～
正
午

と
こ
ろ　

文
化
会
館

対
象　

市
在
住
・
在
勤
の
人

定
員　

30
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

費
用　

無
料

※
教
材
費
３
２
４
０
円
が
別
途
必
要

申
込
方
法　

４
月
３
日
㈪
～
21
日
㈮

に
電
話
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
５
４

特
別
障
が
い
者
手
当
な
ど
の

手
当
額
改
定

　

物
価
指
数
の
対
前
年
度
比
０
・
１

％
の
下
落
に
よ
り
、
４
月
分
か
ら
特

別
障
が
い
者
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ

ま
す
。

　

改
定
さ
れ
た
４
月
分
は
、
改
定
前

の
２
月
・
３
月
分
と
合
わ
せ
て
５
月

に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

特
別
障
が
い
者
手
当
な
ど
の
手
当
額

　

下
表
参
照

◆
経
過
的
福
祉
手
当
と
は

　

経
過
的
福
祉
手
当
は
、
昭
和
61
年

４
月
に
福
祉
手
当
が
廃
止
さ
れ
た
当

時
に
、
経
過
措
置
と
し
て
一
定
の
条

件
の
人
に
継
続
し
て
支
給
す
る
よ
う

に
な
っ
た
手
当
で
す
。
現
在
は
経
過

的
福
祉
手
当
の
新
規
の
認
定
は
あ
り

ま
せ
ん
。

帯
な
ど

※
拡
充
前
は
市
民
税
非
課
税
世
帯
ま

た
は
生
活
保
護
受
給
世
帯
な
ど

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
５
４

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）９
５
１
０

認
知
症
見
守
り
教
室

懐
メ
ロ
で
認
知
症
予
防

と
き　

４
月
22
日
㈯

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

と
こ
ろ　

市
民
交
流
会
館
・
中
塚
荘

講
師　

浦
谷
和
子
（
介
護
予
防
指
導

士
）

定
員　

48
人
（
申
込
順
）

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話

申
込
・
問
合
先

　

門
真
第
１
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

　

☎
０
６（
６
７
８
０
）０
８
０
８

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し

い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を

　

４
月
６
日
㈭
～
15
日
㈯
は
、
交
通

事
故
防
止
の
た
め
、
春
の
全
国
交
通

安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

期
間
中
、
市
は
関
係
機
関
と
連
携

し
、
街
頭
啓
発
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全

へ
の
認
識
を
新
た
に
し
、
安
全
な
行

動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

運
動
の
基
本

◦
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

全
国
重
点

◦
歩
行
中
・
自
転
車
乗
用
中
の
交
通

事
故
防
止
（
自
転
車
に
つ
い
て
は
、

特
に
自
転
車
安
全
利
用
五
則
の
周

知
徹
底
）

◦
後
部
座
席
を
含
め
た
す
べ
て
の
座

席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

◦
飲
酒
運
転
の
根
絶

大
阪
重
点

◦
通
学
路
に
お
け
る
交
通
事
故
防
止

◆
運
転
者
講
習
会

と
き
・
と
こ
ろ

◦
４
月
７
日
㈮
・
14
日
㈮
午
後
７
時

か
ら
…
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

◦
４
月
９
日
㈰
午
前
11
時
か
ら
…
門

真
自
動
車
教
習
所

◦
４
月
10
日
㈪
・
17
日
㈪
午
後
７
時

か
ら
…
文
化
会
館

※
受
け
付
け
は
開
始
30
分
前
か
ら

※
車
で
の
来
場
は
不
可

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

時
刻
が
変
更

　

４
月
１
日
㈯
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
の
時
刻
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

※
変
更
後
の
時
刻
な
ど
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

地
域
整
備
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
６
４
２

門
真
市
立
地
適
正
化
計
画

を
策
定

　

市
で
は
、
持
続
可
能
で
利
便
性
の

高
い
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
す
取
り
組

み
を
推
進
す
る
た
め
「
門
真
市
立
地

適
正
化
計
画
」
を
３
月
に
策
定
し
ま

し
た
。

計
画
期
間　

29
年
度
～
48
年
度

計
画
で
定
め
た
主
な
内
容

◦
立
地
適
正
化
計
画
の
基
本
方
針

◦
居
住
誘
導
区
域
（
居
住
の
誘
導
に

よ
り
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
持
続
的
な
確
保
を
図
る

区
域
）

◦
都
市
機
能
誘
導
区
域
（
医
療
・
福

祉
・
商
業
な
ど
の
生
活
利
便
機
能

を
誘
導
し
、
集
約
す
る
こ
と
に
よ

り
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
的
な

提
供
を
図
る
区
域
）
な
ど

◆
居
住
誘
導
に
つ
い
て

考
え
方　

市
内
産
業
に
も
配
慮
し
た
、

ゆ
と
り
あ
る
居
住
環
境
の
確
保

区
域
設
定　

市
街
化
区
域
全
体
を
基

本
と
し
、
計
画
的
に
居
住
を
誘
導

で
き
な
い
市
街
化
調
整
区
域
、
生

産
緑
地
地
区
な
ど
を
居
住
誘
導
区

域
か
ら
除
外

◆
都
市
機
能
誘
導
に
つ
い
て

考
え
方　

ま
ち
の
顔
づ
く
り
と
し
て

都
市
に
呼
び
込
み
た
い
タ
ー
ゲ
ッ

ト
層
（
主
に
子
育
て
世
代
）
に
訴

求
す
る
機
能
の
誘
導
や
、
生
活
利

便
性
・
定
住
性
を
確
保
す
る
た
め

の
機
能
の
誘
導

区
域
設
定　

駅
な
ど
地
域
の
主
要
施

設
な
ど
を
中
心
と
し
た
徒
歩
圏
を

基
本
と
し
、
門
真
市
駅
・
古
川
橋

駅
周
辺
な
ど
５
区
域
を
設
定

◆
届
出
制
度

　

一
定
規
模
以
上
の
開
発
行
為
や
建

築
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
事
前
の

届
け
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
計
画
に
つ
い
て
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先

　

都
市
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
２
３
８

狭
あ
い
道
路
の
拡
幅
等

補
助
金
交
付
制
度

　

市
で
は
、
交
通
・
災
害
対
策
な
ど

地
域
の
生
活
環
境
を
改
善
す
る
た
め
、

狭
あ
い
道
路
の
拡
幅
整
備
に
伴
う
舗

装
工
事
な
ど
の
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
道

　

幅
員
が
４
ｍ
未
満
の
道
の
う
ち
、

建
築
基
準
法
第
42
条
第
２
項
に
規

定
す
る
道
路
、
現
に
建
築
物
が
立

ち
並
ん
で
お
り
、
拡
幅
が
必
要
と

認
め
ら
れ
る
道

補
助
額

◦
拡
幅
用
地
を
市
に
寄
附
す
る
場
合

…
下
表
の
補
助
基
本
額
を
も
と
に

算
出
さ
れ
る
額
、
ま
た
は
実
際
に

要
し
た
補
助
対
象
事
業
費
の
う
ち

低
い
額 

※
29
年
度
か
ら
補
助
額
を
増
額

◦
所
有
権
を
残
し
た
ま
ま
市
の
無
償

使
用
を
承
諾
す
る
場
合
…
下
表
の

補
助
基
本
額
を
も
と
に
算
出
さ
れ

る
額
、
ま
た
は
実
際
に
要
し
た
補

助
対
象
事
業
費
（
分
筆
測
量
業
務

を
除
く
）
の
う
ち
低
い
額
の
３
分

の
１

※
予
算
が
無
く
な
り
次
第
終
了

※
自
主
管
理
す
る
場
合
は
対
象
外

※
開
発
行
為
を
伴
う
も
の
や
、
す
で

に
後
退
済
み
の
も
の
な
ど
は
補
助

対
象
外
と
な
る
場
合
あ
り
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
６

門
真
市
住
宅
・
建
築
物

耐
震
改
修
促
進
計
画
を
改
定

　

市
は
、
20
年
３
月
に
策
定
し
た
「

門
真
市
住
宅
・
建
築
物
耐
震
改
修
促

進
計
画
」
の
計
画
年
次
の
終
了
に
伴

い
、
建
築
物
の
耐
震
化
を
取
り
巻
く

社
会
動
向
を
踏
ま
え
、
計
画
の
改
定

を
行
い
ま
し
た
。

　

前
計
画
に
引
き
続
き
、
耐
震
化
促

進
に
取
り
組
み
ま
す
。

計
画
期
間　

28
年
度
～
37
年
度

計
画
の
対
象
範
囲　

市
全
域

◆
計
画
の
基
本
方
針

　

地
震
発
生
に
伴
う
建
物
の
倒
壊
な

ど
に
よ
る
人
的
被
害
や
経
済
的
被
害

を
軽
減
す
る
た
め
、
耐
震
化
率
の
向

上
に
向
け
た
市
民
共
通
の
目
標
と
し

て
「
市
民
み
ん
な
で
め
ざ
そ
う
値
」

を
設
定
し
、
耐
震
性
が
不
十
分
な
住

宅
・
建
築
物
を
着
実
に
減
ら
す
た
め

に
、
市
が
取
り
組
む
具
体
的
な
施
策

を
掲
げ
、
耐
震
化
を
促
進
し
ま
す
。

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
１

人
権
に
関
す
る
相
談

　

各
相
談
は
す
べ
て
無
料
で
す
。
１

人
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
人
権
相
談
員
に
よ
る
相
談

　

日
常
生
活
で
の
問
題
や
悩
み
な
ど

に
人
権
相
談
員
が
応
対
し
ま
す
。

と
き　

月
～
金
曜
日
午
前
９
時
30
分

～
午
後
５
時
30
分

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

と
こ
ろ　

人
権
女
性
政
策
課

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

市
人
権
協
会
相
談
員

◆
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
権
擁
護
委
員
が
、

皆
さ
ん
の
人
権
相
談
に
応
対
し
ま
す
。

新
し
い
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
証
を
送
付

　

３
月
31
日
ま
で
に
、
18
歳
と
な
っ

た
児
童
が
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
医
療

受
給
者
に
は
、
有
効
期
限
が
３
月
31

日
ま
で
の
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
を

交
付
し
て
い
ま
す
が
、
４
月
１
日
以

降
も
引
き
続
き
18
歳
未
満
の
児
童
が

い
る
受
給
者
に
は
、
新
し
い
医
療
証

を
３
月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

４
月
１
日
以
降
、
医
療
機
関
で
受
診

す
る
際
は
、
新
医
療
証
と
保
険
証
を

一
緒
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
医
療
証
が
届
い
て
い
な
い

場
合
や
、
住
所
な
ど
に
変
更
が
あ
る

場
合
な
ど
は
、
医
療
証
と
印
鑑
を
持

っ
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
医
療
証
の
有
効
期
間

　

４
月
１
日
㈯
～
10
月
31
日
㈫

※
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
未
提

出
者
に
は
、
医
療
証
の
交
付
な
し

申
請
・
問
合
先　

こ
ど
も
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
８
６

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金

（
第
10
回
「
い
」
号
）

支
給
内
容

　

５
年
償
還
25
万
円
の
記
名
国
債

対
象　

27
年
４
月
１
日
現
在
、
公
務

扶
助
料
な
ど
の
受
給
権
を
有
す
る

遺
族
が
い
な
い
場
合
に
、
戦
没
者

な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
の
う
ち

最
も
順
位
の
高
い
人

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
請
期
限　

30
年
４
月
２
日
㈪

問
合
先　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

生
活
や
就
職
に
不
安
を
抱

え
て
い
る
人
な
ど
は
ご
相

談
く
だ
さ
い

　

生
活
に
困
っ
て
い
る
、
就
職
活
動

が
う
ま
く
い
か
ず
長
期
間
働
い
て
い

な
い
な
ど
の
お
悩
み
に
対
す
る
相
談

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

専
門
の
支
援
員
が
、
一
人
ひ
と
り

の
状
況
に
合
わ
せ
た
支
援
プ
ラ
ン
を

作
成
し
、
専
門
機
関
と
連
携
し
て
解

決
に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。
ご

家
族
な
ど
か
ら
の
相
談
も
受
け
付
け

ま
す
。

※
相
談
内
容
に
よ
り
、
就
労
準
備
支

援
事
業
や
住
居
確
保
給
付
金
を
利

用
で
き
る
場
合
あ
り

◆
就
労
準
備
支
援
事
業

　

働
く
先
が
見
つ
か
ら
な
い
人
な
ど

に
就
職
先
の
斡
旋
な
ど
を
支
援
し
ま

す
。

支
援
内
容

◦
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る

個
別
ア
ド
バ
イ
ス

◦
履
歴
書
作
成
、
面
接
な
ど
の
ア
ド

バ
イ
ス

◦
求
人
情
報
の
提
供
、
企
業
へ
の
紹

介
◦
就
職
後
の
定
着
支
援
な
ど

対
象

　

収
入
・
資
産
が
基
準
額
以
下
の
人

◆
住
居
確
保
給
付
金

　

離
職
に
よ
り
住
居
を
失
う
お
そ
れ

の
高
い
人
に
対
し
、
原
則
３
カ
月
間
、

家
賃
相
当
額
を
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
期
間
に
就
職
支
援
を
行
い
ま
す
。

対
象　

離
職
後
２
年
以
内
の
求
職
中

の
人
で
、
収
入
・
資
産
が
基
準
額

以
下
の
人

※
基
準
額
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
問
合
先　

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

４
月
10
日
㈪
か
ら

申
請
受
付
開
始

臨
時
福
祉
給
付
金

（
経
済
対
策
分
）

　

市
で
は
、
４
月
10
日
㈪
か
ら
臨
時

福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
の
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
対
象
や
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
本
紙
と
同
時
配
布
の
チ
ラ
シ
を

参
照

問
合
先　

福
祉
政
策
課
給
付
金
専
用

ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
６
３

特別障がい者手当などの
手当額（月額）
手当名 ３月まで ４月から

特別障が
い者手当 ２万6830円 ２万6810円

障がい児
福祉手当 １万4600円 １万4580円

経過的
福祉手当 １万4600円 １万4580円

◆補助対象および補助基本額
補助対象事業 補助基本額

舗装工事 １㎡につき２万800円

側溝築
造工事

Ｌ型側溝 １ｍにつき１万円
上記以外 市の単価契約による積算額

集水桝設置工事 １カ所につき６万4800円

分筆測
量業務

分筆業務 １㎡につき1000円
確定業務 一式50万円

　２月22日、枚方信用金庫と包括連携協定
締結式を開催し、「門真市と枚方信用金庫
との連携に関する協定」を締結しました。
　本協定に基づき、今後は同金庫と創業支
援や定住促進施策など、さまざまな分野で、
公民協働によるまちづくりのための連携を
図ります。
問合先　地域政策課
　☎０６(６９０２)５６１２

枚方信用金庫と
包括連携協定を締結

寄
附
お
礼

◆
福
祉
基
金

　

オ
ガ
ワ
カ
イ
ロ
院
、
㈱
中
田
米
穀

　

店
◆
善
意
銀
行

　

東
洋
総
業
㈱

（
順
不
同
敬
称
略
）

問
合
先　

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

　

耐
震
診
断
・
設
計
・
改
修
お
よ

び
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
、
耐

震
性
の
低
い
住
宅
の
除
却
に
か
か

る
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

申
込
期
間

　

４
月
17
日
㈪
～
24
日
㈪

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

◆
耐
震
診
断
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
築
確
認
を
受
け
て
建
て
ら

れ
た
住
宅
、
建
築
物
の
耐
震
改

修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規

定
さ
れ
る
特
定
建
築
物

※
木
造
住
宅
の
建
築
確
認
時
期
は

不
問

募
集
戸
数
・
補
助
額

◦
木
造
住
宅
…
40
戸
、
費
用
の
９

割
（
上
限
４
万
５
０
０
０
円
）

◦
そ
の
ほ
か
の
住
宅
…
１
戸
、
費

用
の
５
割
（
上
限
２
万
５
０
０

０
円
）

◦
特
定
建
築
物
（
事
務
所
・
工
場

な
ど
）
…
１
棟
、
費
用
の
５
割

（
上
限
１
０
０
万
円
）

◦
特
定
建
築
物
（
保
育
園
・
病
院

な
ど
）
…
１
棟
、
費
用
の
３
分

の
２
（
上
限
１
３
３
万
２
０
０

０
円
）

◆
耐
震
設
計
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
築
確
認
を
受
け
て
建
て
ら

れ
、
耐
震
診
断
結
果
の
評
点
が

１
・
０
未
満
の
木
造
住
宅
（
賃

貸
住
宅
を
除
く
）

募
集
戸
数
・
補
助
額

　

３
戸
、
費
用
の
７
割
（
上
限
10

万
円
）

◆
耐
震
改
修

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
築
確
認
を
受
け
て
建
て
ら

れ
、
耐
震
診
断
結
果
の
評
点
が

１
・
０
未
満
の
木
造
住
宅
で
、

耐
震
設
計
の
評
点
が
１
・
０
以

上
の
も
の

募
集
戸
数
・
補
助
額

　

３
戸
、
費
用
の
全
額
（
上
限
80

万
円
）

※
所
有
者
世
帯
の
所
得
合
計
額
が

月
額
21
万
４
０
０
０
円
以
下
の

場
合
は
上
限
90
万
円

◆
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
て
ら
れ
、
耐
震
診
断
結
果

の
評
点
が
１
・
０
未
満
の
木
造

住
宅
（
長
屋
、
共
同
住
宅
を
含

む
）

募
集
件
数
・
補
助
額

　

１
件
、
費
用
の
５
分
の
４
（
上

限
30
万
円
）

◆
木
造
住
宅
除
却
補
助

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
建
て
ら
れ
、
耐
震
診
断
結
果

の
評
点
が
０
・
７
未
満
、
ま
た

は
そ
の
ほ
か
の
方
法
に
よ
り
耐

震
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
た
木

造
住
宅
（
長
屋
、
共
同
住
宅
を

含
む
）

募
集
戸
数
、
補
助
額

◦
一
戸
建
て
の
住
宅
…
５
戸
、
費

用
の
５
割
（
上
限
30
万
円
）

◦
長
屋
、
共
同
住
宅
…
４
棟
、
費

用
の
５
割
（
上
限
２
０
０
万
円

）
※
各
補
助
に
は
ほ
か
の
条
件
も
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
１

安
全
で
安
心
な
住
宅
に
！

耐
震
診
断
・
設
計
・
改
修
な
ど
の
費
用
を
補
助

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
は
随
時
受
け
付
け

　

29
年
度
の
発
達
障
が
い
児
個
別
療

育
事
業
「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
」
の
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、
説
明
会

を
実
施
し
、
保
育
所
等
訪
問
支
援
事

業
、
発
達
相
談
支
援
事
業
の
内
容
と

合
わ
せ
て
説
明
し
ま
す
。

◆
発
達
障
が
い
児
個
別
療
育
事
業

　
「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
」

　

発
達
に
課
題
が
あ
る
児
童
へ
の
個

別
・
グ
ル
ー
プ
療
育
に
よ
り
、
集
団

行
動
な
ど
の
社
会
適
応
能
力
の
向
上

を
め
ざ
し
ま
す
。
ま
た
、
保
護
者
支

援
に
よ
り
、
保
護
者
が
問
題
解
決
に

取
り
組
め
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。

対
象

　

３
歳
～
10
歳
（
小
学
４
年
生
ま
で

）
の
自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発

達
障
が
い
児
（
疑
い
を
含
む
）

※
通
所
受
給
者
証
が
必
要

事
業
期
間　

　

５
月
～
30
年
３
月
（
予
定
）

※
週
１
回
程
度
を
予
定

と
こ
ろ　

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
（
市
民
プ
ラ
ザ
内
）

定
員　

18
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

費
用　

通
所
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ

て
い
る
利
用
者
負
担
額

申
込
方
法　

４
月
11
日
㈫
～
18
日
㈫

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
電
話
予

約
後
、
直
接

◆
説
明
会

と
き　

４
月
11
日
㈫

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

※
当
日
会
場
へ
直
接

と
こ
ろ　

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
（
市
民
プ
ラ
ザ
内
）

持
ち
物　

ス
リ
ッ
パ

※
説
明
会
終
了
後
に
も
申
し
込
み
可

問
合
先

　

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
２（
８
０
０
）７
７
０
１

発
達
障
が
い
児
個
別
療
育
事
業「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
」

と
き　

第
２
・
第
４
水
曜
日
午
後
１

時
30
分
～
３
時
30
分

※
祝
日
を
除
く

と
こ
ろ　

市
民
相
談
室
１

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員
（
栗
原
久
子
、
玄

番
允
子
、
阪
上
周
一
郎
、
白
土
清

治
、
土
川
好
子
、
西
川
和
彦
、
濵

田
和
則
、
邉
見
豊
子
、
牧
野
博
子
、

盛
一
正
人
）

◆
人
権
擁
護
委
員
会
特
設
人
権
相
談

　

５
月
１
日
～
７
日
の
「
憲
法
週
間

」
に
あ
わ
せ
て
特
設
人
権
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。

と
き　

５
月
１
日
㈪
午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

市
民
相
談
室
１

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問
合
先　

人
権
女
性
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

（
右
か
ら
）
須
山
俊
寛
枚
方

信
用
金
庫
常
務
理
事
、
宮
本

一
孝
市
長
、
市
イ
メ
ー
ジ
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ガ
ラ
ス
ケ
」

難
聴
児
特
別
補
聴
器

給
付
事
業
の
対
象
者
を
拡
充

　

４
月
１
日
㈯
か
ら
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
軽
・

中
等
度
の
難
聴
児
（
18
歳
未
満
）
に

も
補
聴
器
の
購
入
費
を
一
部
助
成
し

ま
す
。

対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
18
歳

未
満
の
人

◦
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ
ベ

ル
以
上
60
デ
シ
ベ
ル
未
満

※
拡
充
前
は
41
デ
シ
ベ
ル
以
上
60
デ

シ
ベ
ル
未
満

◦
市
民
税
所
得
割
額
が
46
万
円
未
満

の
世
帯
ま
た
は
生
活
保
護
受
給
世

ま
ち
づ
く
り

健

康

福

祉

人

権

健診などのあんない（５月）
内　　容 とき・ところ・受付時間

４カ月児健康診査
対象　29年１月生まれ
おおむね４カ月で実施、個別に通知

22日㈪…保健福祉センター
23日㈫…市民プラザ
※時間は午後１時～２時30分

１歳６カ月児健康診査
対象　27年10月生まれ
１歳７カ月で実施、個別に通知
※満２歳未満まで受診可

12日㈮午後１時～２時30分
保健福祉センター

２歳６カ月児歯科健康診査
対象　26年10月生まれ
２歳７カ月で実施、個別に通知

９日㈫午後１時～２時30分
保健福祉センター

３歳６カ月児健康診査
対象　25年11月生まれ
３歳６カ月で実施、個別に通知
※満４歳未満まで受診可

11日㈭午後１時～２時30分
保健福祉センター

ゆうゆう・にこにこ・すくすく健診
※予約制　　

午後１時～２時45分
保健福祉センター

妊産婦・乳幼児健康相談
※相談員は市保健師・市栄養士

23日㈫午前10時～11時
市民プラザ

離乳食講習会
※予約不要

19日㈮午後１時～１時30分
保健福祉センター

健康相談
（無料）
対象
　�40歳以上の人

とその家族

月・金曜日の相談
※ 相談員は市保健師。

予約制

１日㈪・８日㈪・12日㈮・
15日㈪・19日㈮・22日㈪・
26日㈮・29㈪
保健福祉センター
※時間は午後１時～３時

日曜日、祝日の相談
※ 相談員は門真市医師

会医師

３日㈷・４日㈷・５日㈷・
７日㈰・14日㈰・21日㈰・28日㈰
保健福祉センター診療所
※時間は午後２時～４時

栄養相談（月１回）
※相談員は市栄養士。予約制 保健福祉センター

☆ ４カ月児・１歳６カ月児・２歳６カ月児歯科・３歳６カ月児健康診査は、
個別に世帯主あてにご案内します。日時など都合の悪い人や通知が届かな
い人はご連絡ください

☆ ゆうゆう・にこにこ・すくすく健診は、４カ月児・１歳６カ月児・３歳６
カ月児健診や育児相談などで、引き続き健診や相談が必要な人にご案内し
ます

☆ 健康相談は、生活習慣病予防やがんの予防など、心身の健康について必要
な指導・助言をします

申込・問合先　　健康増進課　☎０６（６９０４）６５００

社
協
だ
よ
り

まちづくり／人権 健康／福祉平成29年4月号
7 6広報かどま 広報かどま


